
 

公立大学法人公立鳥取環境大学 一般事業主行動計画 

 

教職員が仕事と子育てを両立させることができ、教職員全員が働きやすい環境をつくる

ことによって、全ての教職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次世代育成

支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）に基づき、次のように一般事業主行動計画を策

定する。 

 

１ 計画期間 

 平成３０年４月１日～令和５年３月３１日までの５か年間 

 

２ 内容 

 

 


